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はじめに

　2019年８月20日、北海学園大学にて、
第３回なくそう！官製ワーキングプア北
海道集会が開催されました。2016年２月
（第１回目）、2018年２月（第２回目）
に続くものです。主催者は、札幌市公契

⑴�　報告：道内各自治体における臨時・非常勤職員制度の現状と、会計年度任用職員
制度をめぐる問題点／川村雅則（北海学園大学教授）
⑵�　基調報告：首都圏の会計年度任用職員を巡る状況／安田真幸（なくそう！官製ワ
ーキングプア東京集会実行委員会委員、NPO法人官製ワーキングプア研究会理事）
⑶�　報告：帯広市における会計年度任用職員制度（案）／小川博幸（帯広市嘱託職員
労働組合副委員長）

約条例の制定を求める会（代表：伊藤誠
一弁護士）を中心とする諸団体からなる
実行委員会で、集会当日における報告者
と報告テーマは下記のとおりです。

　第３回集会で扱ったメインテーマは会
計年度任用職員制度、すなわち、2020年
４月から全国の自治体で導入が予定され
ている新たな非正規公務員制度です。総
務省調べ（2016年４月１日現在）で全国
で64万人とされる非正規公務員のほとん
どがこの新たな制度に移行することが予
定されています。制度導入を目前として
各自治体では、労使間で協議が行われた
り、議会で審議が行われていることと思
われますが、集会の企画にあたっては、
そうした協議・審議の状況や、制度のそ
もそもの問題点、そして、備えるべきこ
となどについて意見交換・情報の共有を
図りたいと考えました。
　しかしながら、北海道内各市町村の動
向について我々は十分に把握をしており
ません。総務省が示したスケジュール案
では、2018年度内に条例の制定が済まさ
れることになっておりますが――さす

がにこのスケジュールには無理があると
いうのは周知のことですが――集会を
開催した2019年８月時点においてさえ、
多くの自治体では、条例案が議会にまだ
かけられていないという状況でした。
　そこで、この問題に詳しく、ご自身も
また様々な取り組みをされている東京の
安田真幸氏に基調報告をお願いすること
にしました。
　安田氏はNPO法人官製ワーキングプ
ア研究会（理事長：白石孝氏）の理事で
もあり、2018年に開催した第２回目の北
海道集会でもご報告をいただいておりま
す。
　あわせて、帯広市の経験を労働組合の
立場から小川博幸氏にご報告いただきま
した。帯広市では、集会開催時点で労使
間での協議が終わり、非正規職員（嘱託
職員）当事者で組織された労働組合の反
対にもかかわらず、労働条件の引き下げ
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川村雅則（北海学園大学教授）

を余儀なくされてしまいました。労働条
件の改善が期待された今回の法制度の下
で起こされた逆の事態をご報告いただき
ました。
　集会の参加者数は60人超でした。また、
集会に先立って、地方自治体議員を参加
者に想定した、会計年度任用職員制度に
関する情報交流会をプレ企画で開催した
ところ、20人ほどの参加があり、会計年
度任用職員制度の現時点（集会開催時点）

での情報が各自治体議員らによって持ち
寄られ大変貴重な機会となりました。今
後も、こうした議員ネットワークは大事
にしていきたいと思います。
　この記録では、集会実行委員会のメン
バーでもある川村雅則（北海学園大学教
授）が行ったこの度の企画での報告を収
録しています。各地の取り組みに役立て
ていただければ幸いです。
第３回なくそう！官製ワーキングプア

北海道集会　実行委員会

道内各自治体における臨時・非常勤職員制度の現状と、
� 会計年度任用職員制度をめぐる問題点

０．はじめに �  ３
１．国からの地方行政改革、自治体財政難で非正規化する公務員 �  ４
２．非正規公務員（自治体臨時・非常勤職員）制度をめぐる問題
　　　　　　　　　　　　　――民間雇用制度との比較を意識して �  ６

１）労使対等の否定、雇い止め撤回の否定 �  ６
２）賃金の低さ・決定基準をめぐる問題と、労働基本権の制約 �  ７
３）空白期間や勤続上限の設定 �  ８

３．2017年地方公務員法・地方自治法改定をどう評価するか �  ９
１）任用「適正化」に向けた総務省によるこの10年の動き �  ９
２）労働基本権の剥奪と、労働条件の低位標準化 �  10
３）民間の労働法制と相反する制度設計 �  12

４．取り組むべきこと・方向性 �  15
１）せめて民間非正規雇用者並みの条件整備を �  16
２）民間化にそなえるためにも公契約運動の強化を �  18
３）自治体議員、議会による取り組みの強化を �  18
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*川村雅則研究室（北海学園大学）
 http://www.econ.hokkai-s-u.ac.jp/~masanori/index
 公益社団法人�北海道地方自治研究所�非正規公務労働問題研究会
 http://www.hokkaido-jichiken.jp/04/kenkyu_hiseiki.html

０．はじめに

図表０－１　自治体臨時・非常勤職員の名称と任用根拠

特別職非常勤職員 地方公務員法第３第３項第３号に規定する臨時又は非常勤の顧問、参与、
調査員、嘱託員若しくはこれらの者に準ずる者として任用されている者

一般職非常勤職員 一般職として期限付任用されている者（一般的に地方公務員法第17条に
基づく任用とされている者）

臨時的任用職員 地方公務員法第22条第２項又は第５項に基づき臨時的任用されている者

　およそ10年近くのあいだ、札幌市、旭
川市、函館市、釧路市、帯広市、苫小牧
市、北見市などで非正規公務員の調査・
研究を行ってきました。
　なお、ここでいう非正規公務員とは、
特別職非常勤職員、一般職非常勤職員、
臨時的任用職員です（図表０－１）。そ
れぞれに任用根拠はあるとされています
が、実際の現場では非常にずさんな管理
が行われている自治体も全国的に少なく
ないのが現状のようです。
　2014年４月からは、本日司会をつとめ
ている正木浩司さん（公益社団法人�北

海道地方自治研究所研究員）とも一緒に
仕事をしてきました。また、総務省が全
国の自治体等に照会をかけて集めた、臨
時・非常勤職員の任用に関する情報のう
ち、北海道及び道内自治体（以下、道市
町村）の分を情報開示請求で入手して集
計・分析作業などを行ってきました。
　以上の調査・研究の成果は下記のウェ
ブサイト * に掲載しておりますので、ご
興味あればぜひご覧ください。
　本日の報告の主な柱は、以下のとおり
です。

⑴�　非正規公務員数の推移と背景に簡単にふれた後、非正規公務員制度をめぐる問題
や彼らの労働条件の現状について、民間の非正規雇用問題とも比較しながら、この
10年間ほどの調査・研究で感じたことを中心にまとめています。
⑵�　今回導入される会計年度任用職員制度をめぐる問題を取り上げています。こちら
も民間の政策動向を意識しました。不十分ながらも民間で進む雇用安定化や不合理
な労働条件格差の是正という観点からみると、そもそもの制度設計上の問題をはら
んでいることは強調される必要があると考えています。
⑶�　以上をふまえて、自治体労働組合や自治体議員が取り組むべきことについて問題
提起を図っています。ここでも、民間労組の取り組みともからめて問題提起を行っ
ています。
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　いわゆる非正規公務員は、総務省の調
べによれば全国で約64万人とされていま
す。
　10年ほど前からの推移をみると（図表
１－１）、約45万６千人（2005年）→約
49万８千人（2008年）→約59万９千人
（2012年）→約64万３千人（2016年）と
増加してきました。48万人強とおよそ全
体の４分３を女性が占めています。
　なお、総務省のこの調査は、対象が４
月１日時点で任用されているものに限定

されており、なおかつ、短期間・短時間
勤務者は除かれている点に注意が必要で
す。
　職種は様々であり、取り上げられてい
る代表的な職種と人数を2016年の数値で
あげておくと、事務補助職員100,892人、
教員・講師92,494人（義務教育59,161人、
義務教育以外33,333人）、保育所保育士
63,267人、給食調理員37,985人、図書館
職員16,484人、看護師16,167人、清掃作
業員7,541人、消費生活相談員2,203人な

　なお、本稿で言う自治体非正規公務員
とは、現行の臨時・非常勤職員と、今回
新たに導入されることとなった会計年度

任用職員を指します。現業職員を除く非
現業の職員を想定しています。

１�．国からの地方行政改革、自治体財
政難で非正規化する公務員

図表１－１　地方公共団体における正職員数及び臨時・非常勤職員数の推移



5

どです。
　北海道ではどうでしょうか。総務省調
査から道市町村データを図表１－２にま
とめました。全道でおよそ２万９千人に
なります。札幌市を除く市群でも町村群
でも３割は非正規公務員です。なお、政
令市であり、民営化・民間委託の受け皿
となる事業者が豊富な札幌市の場合に
は、その分だけ非正規公務員の割合は低
くなっています。
　さて、非正規公務員が増加している背
景には、正職員の削減があります。地方
行政改革で正職員数は大きく減少してい
ます。先の図表１－１に戻って、折れ線
をご覧ください。総務省「地方公共団体
定員管理調査」によれば、正職員数は
1994年の約328.2万人をピークに55万人
が減少し、2018年には約273.7万人とな
っています。2005 ～ 2010年の集中改革
プランでは約23万人が減りました。
　他方で、住民からの行政サービス需要
は増加・多様化しています。かつては家
族とりわけ女性（嫁・妻・母親）が中心

に行ってきた、高齢者福祉や児童福祉の
分野ひとつを取り上げてみても、そのこ
とが理解されるのではないでしょうか。
身寄りのない高齢者の生活をどう守るの
か、就学前の保育だけにとどまらず、共
働き家庭の子ども達の放課後にどう対応
するのか、深刻化・急増する児童虐待に
どう対応するのか、障害をもった家族へ
のケアはどうするのか、などなど、人び
との生活に関わる領域では人手が必要な
のです。実際、関連する法律が相談員の
配置などを求めています。
　しかし、自治体財政は逼迫しています。
三位一体改革など、地方への富の分配の
切り詰めが、事態に拍車をかけてきまし
た。
　正職員を減らさなければならない、し
かし自治体がやらねばならない仕事はた
くさんある、けれどもお金はない――
こうしたなかで臨時・非常勤職員数が増
やされてきたというのが大まかなスケッ
チです。

図表１－２　�団体区分×男女別及び任用根拠別にみた臨時・非常勤職員数（2012年４月１日、2016年４月
１日現在）
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２�．非正規公務員（自治体臨時・非常勤
職員）制度をめぐる問題―― 民間雇
用制度との比較を意識して

図表２－１　地方公務員の種別ごとの労働関係法適用のあらまし

　非正規公務員の調査・研究のなかで私
が感じたことを、民間の非正規雇用問題・
制度と比較しながら整理してみます。図
表２－１は、民間労働者と公務員（非正

規公務員を含む）の法適用関係が整理さ
れたものです。この図表を念頭におきな
がらみていきます。

１）労使対等の否定、�
� 雇い止め撤回の否定 

　理不尽だと感じた第一は、民間であれ
ば一定の条件を満たせば救済される非正
規雇用者の雇い止めも、公務の場合には、
それができないことです。
　非正規雇用者は、雇い止めに対して無
力では必ずしもありません。一定の条件
――具体的には、毎年の雇用契約手続
きがずさんであるなど、事実上の無期雇
用状況にあったことや、雇用が継続され
ることなど労働者の側に期待が発生する
ような状況が生じていれば、解雇権濫用
法理の類推適用によって、雇い止めを撤

回させることができます。この判例は後
に、2012年の労働契約法改定で第19条と
して成文化されました。
　しかしながら公務員の場合には、民間
部門とは異なる取り扱いが行われていま
す。公務員は、労使対等の雇用関係では
なく、任命権者の意思が優先される公法
上の任用関係にある、という法解釈が支
配的だからです。よって、どれだけ長い
期間を働き続けていても、雇い止めにあ
った場合にはそれを撤回させることがで
きないのです。
　図表２－２は、旭川・釧路・帯広・北
見の各市で行った非正規公務員当事者を
対象にしたアンケート調査の結果で、雇
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い止め等への不安（「非常に不安」と「不
安」の計）は70％台と高く、逆に、今の
仕事で働き続けることを希望する者は多
かったです。このような不安を日常的に
感じながら働かなければならない現状は
おかしくはないでしょうか。
　もちろん、学説上は、公務員の任用も、

２�）賃金の低さ・決定基準をめぐ
る問題と、労働基本権の制約

　第二に、非正規公務員を含む非正規労
働者の労働条件の特徴の一つが賃金の低
さです。しかも単に低いというのではな
く、多くは、昇給制度も退職金制度も、
各種手当ての支給もないという決定基準
をめぐる問題とセットです。
　総務省調査データに基づき、道市町村
の非正規公務員の１時間当たりの賃金額
を職種×任用根拠別に整理したところ、
1,000円に満たない職種は、臨時的任用
職員では1,208件中66.3％、一般職非常
勤職員では477件中40.3％でした。さら

に、専門的な仕事に従事することが予定
されている特別職非常勤職員においてさ
え388件中25.5％と４分の１が1,000円未
満でした。
　もっとも、民間であれば――現実的
にはその行使は困難ではあるとはいえ
――自らの手で、それを改善する道を
選択することができます。この労働基本
権を制約されていることが第三の特徴で
す。本日の報告は、非正規公務員のなか
でも非現業の一般職を想定しております
が――と申しますのは、現業職や、非
現業のうちの特別職は、状況が異なりま
すので――、前掲の図表２－１をご覧
ください。

労働契約説あるいは労働契約に準ずると
いう説を採用する研究もありますし、歴
史的な経緯に基づき公法と私法を峻別す
る考えに対する批判的な研究もあるので
すが、支配的な法解釈と実際の取り扱い
は今述べたとおりです *。

*�上林（2015）の「第８章　非正規公務員と任用の法的性質」、西谷・根本（2011）中の城塚健之「第
14章　公務員と労働契約法」などを参照。

図表２－２　非正規公務員の雇い止め・再就職不安、就業継続希望
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　団体交渉権や団体行動権など労働基本
権に制約をうけている彼ら非正規公務員
は、民間以上に、自らの手で問題を解決
する道をふさがれていると言えます。
　もちろん正規の公務員のように「職員
団体」を結成して、労使で交渉すること
は不可能ではありません。困難ではあり
ますがその道の追求を、正職員組合に対
して最後に提起したいと思います。

３）空白期間や勤続上限の設定

　第四に、任用と任用とのあいだに空白
期間を設けたり、一定の年数で雇い止め
になる勤続上限が設定された自治体も少
なくありません。
　臨時・非常勤職員は、ずさんな雇われ
方をしていました。臨時職員という名称
から我々は通常、一時的・短期的な雇わ
れ方を想定するかもしれません。あるい
は、非常勤職員という名称からは、フル
タイムではない短時間の働き方をイメー
ジするかもしれません。しかし現実の雇
用・就労実態は必ずしもそうではありま
せん。その名称と働き方のギャップから、
報道機関に対してかつてこのようにコメ
ントしたことがあります。すなわち、「臨
時」という名で毎年のように「恒常的」
に雇われ／働き、「非常勤」という名で
フルタイム職員とほとんど変わらず「常
勤的」に働く者は、必ずしも珍しくない、
と。
　その上に、任用と次の任用のあいだに
「空白期間」が設定されたり、５年、10
年などと一定の年数で任用・勤続に上限

が設定されている自治体もあります。
　具体的には、前者でいうと、６か月の
雇用の後、５か月の更新が行われ、残り
１か月は雇用されない（「空白期間」が
設定される）といった事例です。ただそ
のような自治体でも、応募が少なく職員
の確保が難しい職種については、１か月
も期間を空けると現場がまわらないこと
を理由に１か月よりも短い期間が設定さ
れるなど、条件は、任命権者の裁量でい
かようにも可能です。
　また後者の例では、再応募することが
可能な自治体もあれば、再応募は一切不
可能な自治体もあるようです。
　ちなみにこれらの点について総務省
は、後に、空白期間の設定を必要とする
法的な根拠はないこと、応募制限につい
ては設置が望ましくないことを通知で知
らせていますが、同省が2018年に行った
調査でも、これらの「設定〔が〕あり（一
部で設定、も含む）」という回答は、道
市町村のなかにもみられました（前者は
38.3％、後者は12.2％）*。
　ワーキングプア問題をなぜあえて「官」
と「民（民間）」とで分けるのか？ 分断
にもつながりかねないことはすべきでは
ないのではないか？ と言われたことも
ありますが、以上のような法制度の不備、
彼らを「法の狭間」に落としこんだ制度
の問題性はあえて強調して取り上げる必
要があると考えるゆえんです。そして先
に言えば、今回の法制度改定も、この現
状を改善するものとは必ずしも言えな
い、と考えております。

*�以上で取り上げた総務省調査による道市町村データの集計・分析結果の詳細は、川村（2018c）を参照
されたい。
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３�．2017年地方公務員法・地方自治法
改定をどう評価するか

１）任用「適正化」に向けた�
� 総務省によるこの10年の動き

⑴法改定前史

　現場からの告発によってこうした問題
が社会的にも知られるようになり、政府
サイドも何らかの対応をとらなければな

らなくなりました。根本的な問題解決に
つながるものではなく、パッチワーク的
な対応であったとはいえ、現場からの声
におされて任用の「適正化」に向けた動
きが少しずつ生まれてきました。総務省
の主な動きを並べてみると以下のとおり
です。

・�総務省「地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会」の設置（2008年
７月～）。「報告書」は2009年１月23日発行。
・�総務省「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等について」の通知（2009
年４月24日）。
・�総務省「臨時・非常勤職員に関する調査結果について（2012年４月１日現在）」
の公表（2013年３月29日）。
・�総務省「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等について」の通知（2014
年７月４日）。
・�総務省「地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に
関する研究会」の設置（2016年７月～）。「報告書」は2016年12月27日発行。
・�総務省「地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査（2016年４月１日
現在）」の公表（2017年３月31日）。

・�総務省「会計年度任用職員制度の導入等に向けた必要な準備等について」
2017年８月23日
・�総務省「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの改訂
について」2018年10月18日

　こうした動きの延長上に、2017年の関
係法の改定があります。この点を次にみ
ていきましょう。

⑵地方公務員法・地方自治法の改定

　2017年５月、「地方公務員法及び地方
自治法の一部を改正する法律（平成29年
法律第29号）」が成立し、新たな非正規

公務員制度（会計年度任用職員制度）が
創設されることになりました。2020年４
月の導入に向けて各自治体が準備を進め
ています。本集会もそのことを念頭にお
いて開催しました。
　新制度の導入に向けて総務省は、技術
的な助言をするという立場で、いわゆる
マニュアルを次のとおり２回に分けて発
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行しています。
　法改定で期末手当が支給される点に焦
点があたり、そのことが報道されました。
たしかに、事実と異なり不当にも、当該
業務への従事が「非専務」的とみなされ
てきた非常勤職員に、法制度上も、手当
が支給できるようになったのは喜ばしい
ことではあります。
　また、法の狭間の存在から「浮上」し、
任用が厳格化されることになりました。
そのことに伴い、空白期間や勤続上限は

さすがに廃止されると予想されること、
また、手当の支給が可能になったほか、
昇給・経験加算の設置が容認されたこと
などが改善点としてあげられています。
　しかしながら新たに設計された制度は
本当に、非正規公務員の現状の改善を目
的としたものなのでしょうか。むしろ、
低水準の労働条件を固定化するものでは
ないのか、と私は危惧しています *。民
間の労働政策の動きも視野に入れてこの
点をみていきます。

*�非正規公務労働問題研究会では、自治体労組関係者を講師に会計年度任用職員制度の学習会を行っ
ている。吉田（2018）を参照。

２）労働基本権の剥奪と、�
� 労働条件の低位標準化

⑴特別職非常勤職員からの�
� 労働基本権の剥奪

　問題視されていることの第一が、地方
公務員法の適用が除外されてきた特別職
非常勤職員が一般職の会計年度任用職員
へ移行することに伴い労働基本権が剥奪
されることです。労働組合を結成して問
題の解決、是正にあたってきた人たちに
とっては打撃です。そういう人たちは少
数派なのだから弊害は大きくないという
声も聞かれましたが、制度上、労働基本
権が認められなくなることの問題性は大
きいと私は考えます。
　なお、本日の講師である安田さんたち
は、この労働基本権の剥奪問題に対して、
ご自身が所属する労働組合（「連帯労組・
杉並」）などの連名でＩＬＯ結社の自由
委員会に対して申立書による提訴を行っ

ております。残念ながら、ナショナルセ
ンターの支援がなければ受理は困難とい
う対応をされてしまったものの、その後
も安田さんたちは情報提供などをＩＬＯ
に対して行っています。

⑵築き上げてきた労働条件の引き下げ

　第二に、労働組合の力で労働条件が整
備されてきた自治体では、国の非正規職
員の労働条件を基準とする、いわば低位
標準化で条件が引き下げられる動きが顕
在化しています。
　帯広市の事例はまさにこれで、整備し
てきた休暇制度が（執行猶予つきとはい
え）引き下げられることになってしまい
ました。
　図表２－３は、人事院規則に基づく国
の非常勤職員の休暇制度をまとめたもの
です。帯広市の休暇制度の水準は、組合
の運動でこの国基準を上回っていたため
に、市当局から引き下げ提案が行われ、
組合は抵抗したものの、最終的にそれで
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苦渋の合意をせざるを得なかったので
す。これは法改定時における付帯決議（参
議院総務委員会「地方公務員法及び地方
自治法の一部を改正する法律案に対する
附帯決議」（2017年４月13日））にも反す
る状況ではないでしょうか。付帯決議の
第三項目目では、「現行の臨時的任用職
員及び非常勤職員から会計年度任用職員
への移行に当たっては、不利益が生じる
ことなく適正な勤務条件の確保が行われ
なければならない。そのために地方公共
団体に対して適切な助言を行うととも

に、制度改正により必要となる財源につ
いてはその確保に努めること。」とうた
われていました。

⑶保障されたわけではない�
� 期末手当の支給

　関連して言えば第三に、手当の支給な
どは、「できる」と定められたのであって、
支給が義務づけられたわけではありませ
ん。実際、総務省による2018年の調査で
期末手当の支給の意向を整理したとこ
ろ、道市町村のうち、会計年度任用職員

図表２－３　国家公務員（非常勤職員）の休暇制度等
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の、「全ての職員に支給」は28.9％、「一
部の職員に支給」は30.6％、「支給しない」
が5.6％、未検討や検討中など「その他」
35.0％でした。
　総務省のこの調査は実施時期が2018年
であること、つまり、財源措置など不透
明な時期に行われたものであるため状況
はその後変化している可能性はあります
が、楽観視はできません。期末手当支給
の代わりに基本給が引き下げられたり、
勤務時間数が短くされ支給対象から外さ
れる（ことを理屈づける）動きも懸念さ
れます。実際、週当たりの勤務時間が15
時間30分未満の者には期末手当を支給し
ないことが例示されています。

３）民間の労働法制と�
� 相反する制度設計

⑴不合理な労働条件格差の容認？

　第四に、労働時間数で異なる処遇体系
あるいは差別的な待遇が容認されたこと
です（図表２－４）。
　すなわち、フルタイム型の会計年度任
用職員には、給料・旅費・手当が支給可
能になったのに対して、パートタイム型
には、報酬・費用弁償・期末手当の支給
にとどまります。しかも、週当たりの勤
務時間数が１分でも短ければパートタイ
ムに位置づけられます。

　こうした仕組みは民間の政策動向―
― すなわち、パートタイム労働法、労
働契約法、そして「働き方改革関連法」
の制定に基づき導入されたパートタイ
ム・有期雇用労働法（2020年４月施行、
中小企業は2021年４月）で、不十分であ
るとはいえ、不合理な労働条件格差を禁
じる動きを強めている民間部門の動きに
反しているのではないでしょうか。

⑵有期雇用の固定化？

　もう一つ、民間と比べて逆行する動き
があります。第五に、有期雇用問題の固
定化・深化です。具体的には、１年の有
期雇用（会計年度内の任用）と新たな職
への「再度の任用」、毎年の条件付採用
期間（試用期間）の設置、一定の年数ご
との公募制の採用の強調がそれです。こ
の点は、処遇問題とあわせて看過できな
いので少し詳しく述べます。

・不十分ながらも民間で進む無期雇用転換

　民間では、労働契約法が2012年に改定
され、有期労働契約が５年超に達した場
合に、無期雇用に転換できる制度が新設
されました。労契法第18条です。不備は
いろいろありまして、例えば、⒜「入口」
すなわち採用時に有期雇用の規制をして
いないこと、⒝無期転換に５年超もかか
ること、そして、⒞５年超を前にした使

用者からの雇い止めという
脱法行為を防ぐのに効果的
な制度を設けていないこと
など、手放しでは評価でき
ません。しかし雇用安定に
向けた第一歩であることは

図表２－４　改定地方自治法下での非正規公務員の処遇
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事実です。実際、無期雇用の非正規雇用
者は増加しています。

　図表２－５は、総務省「労働力調査」
の結果に基づきまとめたものです。労契
法第18条が施行されたのは2013年４月
で、１年の有期労働契約者の場合、無期
雇用転換権を獲得するのは2018年４月
で、申し込みを経て実際に無期雇用転換
が実現するのは2019年４月です。統計の
区分変更の都合で数値は2018年からまと
めました。雇用期間に定めがあるかどう
かわからないという労働者が正規雇用で
も非正規雇用でも増えているのが気がか
りですが、非正規の無期雇用がゆるやか
に増加していることが見て取れます。報
道でも、５年を待たずに無期雇用転換す
る企業の事例も伝えられています。

・無理筋な会計年度任用職員制度の設計

　ところが、会計年度任用職員の任用は
次のようになっています（図表２－６）。
　第一に、会計年度任用職員の採用の方
法については、その従事する業務の性質
などを踏まえ、競争試験によることを原
則とする任期の定めのない常勤職員とは
異なり、競争試験又は選考により採用す
る特例が設けられました（新地方公務員
法第22条の２第１項）。
　第二に、会計年度任用職員の任用（雇
用）は、あくまでも会計年度内で終わる、
とされます。繰り返し働くことはできる
ものの、民間の雇用更新とは異なる概念

図表２－５　雇用形態×有期／無期雇用契約別にみた雇用労働者の推移
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であることが強調され、新しい職に就く
のだと説明されます。これが再度の任用
にあたります。
　第三に、新しい職に就くのだから、と
毎年、条件付採用期間、いわゆる試用期
間が設けられます。毎年です。もちろん、
というべきか、労働契約法が非適用とい
うこともありますので、無期雇用転換な
どのぞむべくもありません。ではせめて、
有期の任用ではあるけれども、民間でい
う更新が継続されるのでしょうか。違い
ます。
　第四に、再度の任用にあたっては、客
観的な能力実証が必要になります。公募
制の採用でそれを満たすのか、それとも、
公募制以外の方法で満たすのかに大きく

分かれますが、後者の一つが勤務実績に
基づく能力実証です。ちゃんと仕事をし
ているのだから、問題なく再度の任用（民
間でいう雇用更新）がされるというわけ
です。
　ところが第五に、総務省はこうした手
法を（国の非正規公務員にならって）２
回までとしています。当事者にしてみれ
ば、３年間はなんとか働けるけれども
――もっともそれ自体も保障されたも
のではないのですが――その後は、求
職者とともに公募に応募して、採用され
なければなりません。
　この問題は国の非正規公務員ではすで
に顕在化しています。例えばハローワー
クで働く非常勤職員が期限前には自らの

無　期　雇　用

図表２－６　�2012年労働契約法改定（第18条・無期転換規定の導入）以降の民間・非正規雇用者の雇用と、会
計年度任用職員制度導入（2020年度）以降の非正規公務員の任用
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問６－２�　会計年度任用職員について、再度の任用が想定される場合であって
も、必ず公募を実施する必要があるか

○　�会計年度任用職員の採用に当たっては、任期ごとに客観的な能力実証を行
うことが必要である。

○　�その際、選考においては公募を行うことが法律上必須ではないが、できる
限り広く募集を行うことが望ましい。例えば、国の期間業務職員について
は、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、公募によらず従前の勤務実
績に基づく能力の実証により再度の任用を行うことができるのは原則２回
までとしている。その際の能力実証の方法については、面接及び従前の勤
務実績に基づき適切に行う必要があるとされている。

○　�再度の任用については、各地方公共団体において、平等取扱いの原則及び
成績主義を踏まえ、地域の実情等に応じつつ、任期ごとに客観的な能力実
証を行うよう、適切に対応されたい。

４．取り組むべきこと・方向性

　自治体臨時・非常勤職員制度の現状と、
新たな非正規公務員制度である会計年度
任用職員制度の問題点や懸念されること
などをみてきました。
　状況はどう変わるでしょうか。2017年
の法改定以降、道内自治体への照会をか
けてきたのですが、構想段階であるから、
あるいは、労使協議の前・最中であるか
ら、という理由で情報収集はできてきま

せんでした。
　今年に入って、札幌市と帯広市の制度
構想案は労働組合の協力で知ることがで
きました *。しかしそれ以外の自治体か
らは情報収集ができていません。本集会
前に、公募制に限定して、旭川市、函館
市、釧路市、苫小牧市、北見市などこれ
までに調査でご協力をいただいた地方都
市に電話で問い合わせてみたところ、回

*�彼らを組織する労働組合「全労働」の報告・見解のほか、2019年10月に発行された手記（『非正規公務
員を差別しないで！�国の非常勤職員の手記』）などを参照。

雇用を求職者に案内しなければならない
というパワハラ公募と称されています*。
　理不尽に雇い止めされることなく働き
続けたい――今回の措置は、現場のこ

うした声にこたえるものでは全くありま
せん。該当する部分を総務省マニュアル
（改訂版）から転載しておきます（下線
は川村）。

*�札幌市の会計年度任用職員制度の構想案は、札幌市労連のご協力でまとめた川村（2019）を参照。
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１）せめて民間非正規雇用者�
� 並みの条件整備を

　目指す方向は、非正規公務員の世界に
せめて民間並みの条件整備を図ることで
はないでしょうか。
　およそ民間ではあり得ない――公務
員の世界の出来事を揶揄する際にこうし
た言い方が使われますが、非正規公務員
の任用・扱いに関しては、およそ民間（の
非正規雇用）ではあり得ないことが新た
な制度で設計されたのです。それらの是
正が必要で、その方向性は、この間の民
間分野における労働法制の動向が示して
います。

 ⑴雇用安定の取り組みを進める

　その第一は、雇用の安定化策・無期雇
用転換運動を進めることです。
　労契法第18条を根拠とする民間部門で

は、⒜無期雇用転換を回避するための、
５年超を前にした雇い止め（脱法行為）
を阻止すること、⒝５年よりも前に無期
雇用転換を実現すること、⒞そもそも合
理的な理由のない有期雇用を認めないこ
と、などが雇用面での課題となっていま
す。民間で無期雇用（転換）が日常的と
なれば、公務部門の問題性がより一層明
瞭になるでしょう。その意味でも、民間
部門の無期転換に力を尽くす必要があり
ます。
　労契法非適用である公務の部門では、
さしあたり次のようなことが求められる
のではないでしょうか。⒜勤務実績に基
づく能力実証で可能となる再度の任用期
間・年数を可能な限り延ばすことです。
道内の自治体で私が聞いている最長は５
年です。北海道も５年です。⒝公募制を
廃止すること、言い換えれば、勤務実績
に基づく能力実証のみで繰り返しの再度
の任用を可能とすることです。東京や大
阪では、会計年度任用職員制度導入にあ
たって、公募制の導入を撤回させている
自治体もあるやにうかがっています *。
付け足せば、制度導入時（2020年４月）
に公募はあえて行わせないことも重要な
課題です。⒞そして、これは非常に高い
ハードルではありますが、非正規公務員
に限っても、任用は労働契約に準ずるも
のとみなし、労契法第19条にうたわれる、
不合理な雇い止めの禁止規定を適用する
ことです。

*�当時の報道では、例えば「雇用の更新回数は設定せず／東京・江東区の非常勤職員／会計年度任用職
員への移行で」『連合通信』2019年７月11日を参照。また、本記録を発行する前に自治体労組関係者に
尋ねたところそのような回答が得られた。

答できないというイチ自治体以外は、ど
こも公募制を採用予定である、との回答
が返ってきました。つまり、３年か５年
かの違いはありますが、どこも、一定の
年数ごとにいったんは雇い止めが行われ
るということになります。帯広市も、５
年でいったん雇い止めとなります。
　本来は民間部門への模範となることが
求められる公務部門で、このような事態
が放置されてよいのか、今何が求められ
ているか、どのようなことに取り組めば
よいでしょうか。
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　なお、論外ではありますが、勤続年数
による再度任用の制限を残そうとしてい
る自治体も道内であるやに、本集会前の
プレ企画「学習会」で伺いました。ある
自治体では、原則６年（一部職種では７
年）までしか働けないというルールを残
そうとしているというのです。この点も
楽観視せず、注視していく必要がありま
す。

⑵賃金の底上げと�
� 不合理な労働条件格差の禁止

　第二は、賃金の底上げと、待遇の均等
化を進めることです。前者は、最低生計
費に基づく賃金水準の底上げで、最賃
1,500円運動への結集が必要ではないで
しょうか。後者は、職務分析に基づく賃
金の適正化です。
　先にも述べたとおり、会計年度任用職
員制度には、フルタイムかパートタイム
かで異なる処遇体系が導入されてしまい
ました。労働組合や自治体議員は、期末
手当だけでなく諸手当の支給がないこと
は妥当か、昇給制度のないことは妥当か、
退職金制度がないことは妥当か、といっ
た点はもちろんのこと、休暇制度が正職
員にしか設けられていないことは妥当
か、休暇制度が正職員は有給で非正規職
員は無給で処理されていることは妥当
か、といった細部にわたるまで、労働条
件格差の合理性／不合理性について検証
していただきたい。
　この点も、先に申し上げたとおり民間

では、パートタイム労働法による差別的
取り扱いの禁止規定や、労働契約法第20
条による不合理な格差是正規定の導入を
経て、パートタイム・有期雇用労働法が
2020年４月から施行されます。民間で運
動が活性化していけば、公務の問題性が
浮き彫りになると思います。総務省マニ
ュアル（改訂版）には、民間の同一労働
同一賃金ガイドラインを念頭に、「会計
年度任用職員の再度任用時の給与決定に
当たっては、常勤職員の初任給決定基準
や昇給の制度との権衡を考慮することが
適当と考えている。」と書かれています。
このことは重視されるべきではないでし
ょうか。

⑶労働基本権の回復、�
� 非正規公務員の組織化の推進

　問題の根本的な解決のためには、労働
基本権の回復という大きな課題の実現が
必要です。
　もちろんそれには時間がかかります。
であればこそ、現行制度の下でできるこ
と、すなわち、正職員で構成された職員
団体への組織化を急いで進めることで
す。職場の代表性が揺らぐ状況下で、非
正規公務員まで含めた集団的労使関係の
再構築、代表性の回復という課題の実現
が正職員組合（職員団体）に求められて
います。しかしその取り組みは、ことの
深刻さに比べてきわめて遅れていると言
わざるを得ません *。

*少し古いが、非正規公務員問題への正職員組合の取り組みをまとめた川村（2018b）を参照されたい。
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⑷ジェンダー格差の是正

　ジェンダー格差の是正が必要です。非
正規公務員の分野では、女性が４分の３
を占め、しかも彼らの仕事は不当に低く
評価されています。被扶養者を前提とし
た賃金体系を是正し、彼らの仕事を正し
く分析・評価する作業が必要です。
そ
・ ・ ・ ・ ・

の限りで女性活躍推進法を活かし、問

２）民間化にそなえるためにも�
� 公契約運動の強化を

　目指すべきもう一つは、どのような雇
用・就業形態であっても、公務の仕事に
従事する人たちに一定の条件を保障でき
る制度設計を張り巡らせることです。こ
れは、簡素で効率的な行政体制の実現を
掲げて、会計年度任用職員制度の導入を
奇貨にして、いっそうの民間委託・民営
化（民間化）が行われようとしているこ
とへの問題意識によります。その中心と
なる公契約運動については随所で書いて
いますので、そちらを参照してください。
　一点だけ申し上げると、この間、官と
民は、お互いが賃金の引き下げ根拠にさ
れ賃下げスパイラルが生じてしまってい
た。それを、官民一体となった好循環ス
パイラルにしていく必要がある、という
ことです。

３）自治体議員、議会による�
� 取り組みの強化を

　以上のような取り組みを進める上で

も、情報の積極的な収集が不可欠です。
この点は民間に比べると相対的には容易
なはずですが、必ずしも十分ではないよ
うに思います。自治体の労働組合はもち
ろんですが、行政の監視役である自治体
議員、議会にもその役割が期待されます。
議会の役割・存在意義が問われるなかで、
その克服を目指すように、全国の自治体
で、議会基本条例が制定され高尚な理念
が掲げられるに至っていますが、ぜひこ
の公務労働の分野でも力を発揮していた
だきたい。
　総務省・自治体戦略2040構想研究会の
動きなどに示されるとおり、新たな段階
に入った地方行政改革・公共サービスの
産業化の下で、非正規公務員や公共民間
労働者など、公共サービスの担い手の雇
用・労働条件問題が進むおそれがありま
す。関係者にはその自覚と取り組みの強
化が求められている。そのことを最後に
強調したいと思います。

題の整理と改善策の提示――具体的に
は、⒜女性の活躍（非活躍）に関する状
況把握・課題分析、⒝その課題を解決す
るのにふさわしい数値目標と取組を盛り
込んだ行動計画の策定・届出・周知・公
表、⒞女性の活躍に関する情報の公表を
させる取り組みができるのではないでし
ょうか *。

*�女性活躍推進法の基本的な制度設計などは、厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」や川村
（2018a）を参照されたい。
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資 料 編

表　�北海道及び道内35市における、臨時・非常勤職員数、正職員数及び臨時・非常勤職員割合
� （2012年４月１日現在、2016年４月１日現在、2017年度）
表　�北海道及び道内35市における、任用の適正化後の任用形態×任期×勤務時間数別にみた非正規職員数
� （2017年度）
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